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̶主な内容̶
●平成31年大網白里市議会
　第1回定例会市長事務方針
●三世代同居等住宅支援事業補助金
　申請の受付
●４月７日（日）は千葉県議会議員
　一般選挙の投票日
●2019年度狂犬病予防集合注射の
　お知らせ
●５月から朝市・白里遊楽市の
　開始時間が変更になります
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人口と世帯3月1日現在（前月比）　●人口／49,544（－10）　●男／24,407（－4）　●女／25,137（－6）　●世帯数／21,548（＋41）

※問＝問い合わせ先 □申＝申し込み先

5月号
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2022

市のキャラクター「マリン」

№6702023.2.1

№670 2023.2.1

野焼きをしてはいけません　適切な焼却設備を用いずごみを燃やすことは禁止されています　廃棄物は適切な処理を
問地域づくり課環境対策班　☎０４７５（７０）０３８６

6
　

令
和
５
年
１
月
１
日
現
在
、
市

に
住
所
が
あ
り
、
次
の
事
項
に
該

当
す
る
方
は
住
民
税
の
申
告
が
必

要
で
す
。住
民
税
の
申
告
内
容
は
、

国
民
健
康
保
険
税
の
算
出
・
軽
減

の
判
定
、
国
民
年
金
保
険
料
の
免

除
申
請
、
児
童
手
当
、
就
学
援
助
、

市
営
住
宅
入
居
等
で
も
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
必
ず
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。

〈
住
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方
〉

・
給
与
ま
た
は
公
的
年
金
以
外
の

所
得
の
あ
る
方

・
令
和
４
年
中
に
所
得
が
無
く
、

控
除
対
象
配
偶
者
ま
た
は
扶
養
親

族
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
方

・
令
和
４
年
中
の
所
得
が
非
課
税

所
得
（
主
に
遺
族
・
障
害
・
老
齢

福
祉
年
金
や
雇
用
・
労
災
保
険
の

給
付
等
の
こ
と
）
の
み
で
控
除
対

象
配
偶
者
ま
た
は
扶
養
親
族
の
対

象
に
な
っ
て
い
な
い
方

・
令
和
４
年
中
の
合
計
所
得
金
額

が
１
，０
０
０
万
円
を
超
え
て
い

る
方
の
同
一
生
計
配
偶
者
と
し
て

被
扶
養
者
と
な
る
方

※
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
方

は
、
住
民
税
の
申
告
を
す
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
確
定
申
告
が
必
要
無
い
方
で
も
、

住
民
税
の
計
算
上
所
得
控
除
を

受
け
る
た
め
に
住
民
税
の
申
告
が

必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
の
所

得
が
20
万
円
以
下
の
た
め
、
所

得
税
の
申
告
が
必
要
無
い
方
で

も
、住
民
税
の
申
告
は
必
要
で
す
。

※
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
な
い

給
与
・
年
金
所
得
者
が
源
泉
徴

収
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
所
得

控
除
の
内
容
を
訂
正
す
る
に
は
、

住
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

※
勤
務
先
か
ら
市
役
所
に
給
与
支

払
報
告
書
の
提
出
が
無
か
っ
た

方
、
公
的
年
金
の
支
払
先
か
ら

市
役
所
に
公
的
年
金
等
支
払

報
告
書
の
提
出
が
無
か
っ
た
方

は
、
住
民
税
の
申
告
を
求
め
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
税
務
課
市
民
税
班

　

☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
２
１

確
定
申
告
が
必
要
無
く
、

　
　
住
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

◇
東
金
税
務
署
の
令
和
４
年
分
の

所
得
税
・
贈
与
税
・
個
人
消
費
税

の
申
告
書
作
成
・
相
談

▼
会
場
＝
東
金
商
工
会
館
１
階

（
東
金
市
東
岩
崎
１
―
５
）

▼
期
間
＝
２
月
16
日
㈭
～
３
月
15

日
㈬
※
㈯
、
㈰
、
祝
日
を
除
く
。

▼
受
付
時
間
＝
８
時
30
分
～
16
時

（
相
談
開
始
９
時
）

※
混
雑
回
避
の
た
め
に
入
場
整
理

券
を
配
布
し
ま
す
。

▼
注
意
事
項

・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
よ
る
ｅ–

Ｔ

ａ
ｘ
申
告
を
推
奨
し
て
い
ま
す
。
ス

マ
ホ
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お

持
ち
の
方
は
持
参
く
だ
さ
い
。

・
入
場
整
理
券
の
配
布
状
況
に
応

じ
て
、
受
付
を
早
く
締
め
切
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
入
場
整
理
券
は

当
日
会
場
で
配
布
す
る
ほ
か
、
Ｌ

Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
事
前
発
行
で
き
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

・
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
２

月
中
の
来
場
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

・
還
付
申
告
は
、
申
告
書
作
成
・

相
談
会
場
開
設
前
か
ら
東
金
税
務

署
で
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

・
申
告
書
作
成
・
相
談
会
場
開
設

期
間
中
、
会
場
と
税
務
署
の
駐
車

場
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。
東
金
駅

東
口
の
「
マ
ン
ス
リ
ー
タ
イ
ム
ズ

東
金
駅
前
第
３
駐
車
場
」
を
無
料

で
利
用
で
き
ま
す
が
、
台
数
に
限

り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
公
共
交
通

機
関
の
利
用
に
ご
協
力
く
だ
さ

い
。
身
障
者
用
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を

利
用
の
際
は
、
会
場
の
職
員
ま
た

は
税
務
署
の
警
備
員
に
お
声
掛
け

く
だ
さ
い
。

・
申
告
書
等
の
提
出
も
受
け
付
け

ま
す
。

・
申
告
書
の
「
控
用
」
に
収
受
印

が
必
要
な
場
合
は
「
提
出
用
」
と

一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
後

日
「
控
用
」
に
収
受
印
を
押
印
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

・
確
定
申
告
書
等
を
税
務
署
へ
提

出
す
る
際
は
、
毎
回
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
記
載
と
本
人
確
認
書
類

（
番
号
確
認
書
類
・
身
元
確
認
書

類
）
の
提
示
ま
た
は
写
し
の
添
付

が
必
要
で
す
。

◇
申
告
書
の
提
出
は
お
早
め
に

▼
申
告
・
納
付
期
限

・
所
得
税
・
贈
与
税
＝
３
月
15
日
㈬

・
個
人
事
業
者
の
消
費
税
・
地
方

消
費
税
＝
３
月
31
日
㈮

　

確
定
申
告
書
等
は
事
前
に
作
成

し
、早
め
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
申
告
書
提
出
先

※
申
告
書
の
提
出
の
み（
相
談
不
要
）。

①
２
月
16
日
㈭
～
３
月
15
日
㈬
＝

申
告
書
作
成
会
場
の
提
出
コ
ー

ナ
ー

②
①
以
外
の
期
間
＝
東
金
税
務
署

③
郵
送

〒
２
６
２
―
８
５
０
７

千
葉
市
花
見
川
区
武
石
１
―
５
２
０

東
京
国
税
局
業
務
セ
ン
タ
ー
千
葉

西
分
室

◇
納
税
は
期
限
内
に
振
替
納
税
で

　

所
得
税
・
個
人
事
業
者
の
消
費

税
、
地
方
消
費
税
の
納
税
に
は
、

振
替
納
税
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

手
続
き
は
簡
単
で
す
の
で
、
詳
細

は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

い
た
だ
く
か
、
最
寄
り
の
税
務
署

に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

〈
振
替
納
税
を
利
用
し
て
い
る
方
へ
〉

　

令
和
４
年
確
定
申
告
分
の
振
替

日
は
次
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
の

で
、
事
前
に
預
貯
金
口
座
の
残
高

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

・
所
得
税
＝
４
月
24
日
㈪

・
個
人
事
業
者
の
消
費
税
・
地
方

消
費
税
＝
４
月
27
日
㈭

※
残
高
不
足
で
振
替
が
で
き
な
い

場
合
は
、
延
滞
税
が
か
か
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
転
居
等
に
よ
り
所
轄
の
税
務
署

が
変
わ
っ
た
場
合
は
、
新
た
に
振

替
納
税
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

〈
振
替
納
税
を
利
用
し
て
い
な
い

方
へ
〉

　

現
金
に
納
付
書
を
添
え
て
、
納

期
限
ま
で
に
金
融
機
関
ま
た
は
所

轄
の
税
務
署
で
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。
自
宅
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
し
て
納
付
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

※
納
期
限
ま
で
に
納
付
が
無
い
場

合
は
、
延
滞
税
が
か
か
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

◇
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確

定
申
告
書
等
の
作
成
が
で
き
ま
す

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で

は
、
入
力
し
た
申
告
書
デ
ー
タ
に

電
子
証
明
書
を
添
付
し
て
、
そ
の

ま
ま
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
ｅ–

Ｔ
ａ
ｘ
）。
ｅ–

Ｔ
ａ
ｘ
の
利

用
手
続
き
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
で
入
力
し
た

確
定
申
告
書
等
は
、
プ
リ
ン
ト
ア

ウ
ト
（
白
黒
可
）
し
て
税
務
署
に

提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、

こ
の
ほ
か
に
も
税
務
に
関
す
る
主

な
行
政
手
続
き
の
申
請
・
届
出
書

様
式
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

◇
税
務
職
員
を
装
っ
た
不
審
な
電

話
・「
振
り
込
め
詐
欺
」
に
ご
注

意
く
だ
さ
い

　

税
務
署
や
国
税
局
で
は
、
還
付

金
受
け
取
り
の
た
め
に
金
融
機
関

等
の
現
金
自
動
預
け
払
い
機
（
Ａ

Ｔ
Ｍ
）
の
操
作
を
求
め
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
不
審
な
電
話
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
最
寄
り
の
税

務
署
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◇
注
意
事
項

　

確
定
申
告
が
必
要
無
い
方
で

も
、
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
場

合
は
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。
ま

た
、
所
得
税
の
還
付
が
発
生
し
な

い
方
も
、
住
民
税
の
計
算
上
所
得

控
除
等
を
受
け
る
場
合
は
住
民
税

の
申
告
が
必
要
で
す
。

問
東
金
税
務
署

　

☎
０
４
７
５（
５
２
）３
１
２
１

東
金
税
務
署
か
ら

　
　
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ

確定申告での医療費通知の使用について市の所得税・住民税の申告相談
　医療費控除を受ける際に提出する明細書につ
いて、医療費通知を添付することにより記入が
省略できます。
　国民健康保険または後期高齢者医療保険加入
者の、医療費通知発送日程をご確認ください。
他の健康保険に加入している方は、各健康保険
組合に問い合わせください。
　確定申告時期に間に合わない発送分は、領収
書等でご確認の上、明細書へ記入してください。▼注意事項

・相談会場への入場には、当日会場で配布す
る入場整理券が必要です。受付時間内でも、
入場整理券の配布枚数が上限に達した場合は
受付を終了します。申告書と添付書類を作成
済で、提出のみで済む方は入場整理券不要で
受け付けます。
　申告相談初日や終了間際は大変混み合いま
す。また、相談内容が複雑で時間を要する方
はご遠慮ください。
　申告は期限内に行ってください。期限を過
ぎると、控除の適用等を受けられない場合が
あります。
・所得税の確定申告関係書類の印刷部数が大
幅に削減されました。市の相談会場や税務課
では、在庫が無くなり次第配布・配架を終了
します。用紙等を希望する方は、東金税務署
へ問い合わせください。
問税務課市民税班
　☎０４７５（７０）０３２１

▼受付時間
・午前の部＝９時～ 11時
・午後の部＝ 13時～ 16時
◇次の方は東金商工会館で申告してください
・住宅借入金等特別控除（１年目）のある方
・青色申告、損失申告の方
・準確定申告（亡くなった方の申告）の方
・譲渡所得のある方

・先物取引、山林所得のある方
・雑損控除のある方
・国外の親族を扶養にとる方
・贈与税や消費税の申告が必要な方
※東金商工会館の開設期間は、2月 16 日㈭
から 3月 15 日㈬までです。
それ以外の期間は、東金税務署へご相談く
ださい。

▼実施日

日程 中央公民館  
1 階講堂

農村環境改善センター 
いずみの里
農事相談室

2 月 16 日㈭ ○ ○
2月 17 日㈮ ○ ○
2月 20 日㈪ ○ ×
2 月 21 日㈫ ○ ○
2月 22 日㈬ ○ ○
2月 24 日㈮ ○ ○
2月 27 日㈪ ○ ×
2 月 28 日㈫ ○ ○
3月 1日㈬ ○ ○
3月 2日㈭ ○ ○
3月 3日㈮ ○ ○
3月 6日㈪ ○ ×
3 月 7日㈫ ○ ×
3 月 8日㈬ ○ ×
3 月 9日㈭ ○ ×
3 月 10 日㈮ ○ ×
3 月 13 日㈪ ○ ○
3月 14 日㈫ ○ ○
3月 15 日㈬ ○ ○
※㈯・㈰・祝日は申告相談を実施していません。

※確定申告では医療費通知原本の添付が原則必
要です。紛失等した場合はご相談ください。

問市民課国保班
　☎０４７５（７０）０３３４
　市民課高齢者医療年金班
　☎０４７５（７０）０３３６

◇医療費通知発送日程
●国民健康保険

診療月 発送時期
１月～ 10月診療 １月発送済
11月～ 12月診療 ３月中旬発送予定
●後期高齢者医療保険

診療月 発送時期
１月～５月診療 令和４年 10月発送済
６月～ 10月診療 ２月上旬発送予定
11月～ 12月診療 ６月上旬発送予定




